
桝井部長

1 現地確認

2 開会

3 会長あいさつ

4 議事録署名人の選任

5 協議事項

　（１） 平成２６年度栄財産区特別会計補正予算について

　（２）平成２７年度栄財産区特別会計予算について

　（３） その他（中部森林組合による分収造林現況説明）

6 その他

7 閉会

１ 現地確認 西高尾1802、1801-11788-2、東高尾852-2の杭を確認

午後1時30分

２ 開　　　　会

午後3時30分

３ 会長あいさつ 会 長

４ 議事録署名人 事 務 局

の選任

５ 協議事項

（１）平成２６年度栄 事 務 局

財産区特別会計

補正予算につ

いて

収入について、立木伐採売払収入の計上を79としているが、78の間違いである。

合わせて合計も433となるので訂正をお願いしたい。

歳出についても、予備費を△94とし、合計を433と訂正させていただきたい。

会 長 質疑はあるか。

委 員 なし。

（２）平成27年度栄 事 務 局

財産区特別会計 会 長 質疑はあるか。

予算について 山 下 委 員 3月補正で積み立てる500千円が利子収入に計上されてないのでは。

事 務 局 500千円を積み立てるのは来年の5月になるので、その利子収入が入るのは

平成28年度予算となるため、今回の予算には計上していない。

東高尾奥谷の松伐採搬出による収入増、前年度繰越金の確定などにより、3月

補正予算に計上する。

積み立てられる見込みである。

協議に先立って、予算にも関連するので経過報告からさせていただく。

（予算案を説明）

（経過報告について説明）

歳出は、歳入に伴って地元への交付金を計上している。基金にも500千円程度

会　議　の　要　旨

予算審議にあわせて、分収造林の進捗状況について説明をしていただく。

名簿の順番で先回斉尾、山下委員にお願いしたので、今回は阪本、手島

委員にお願いする。

出 席 委 員 村岡永久、阪本清憲、斉尾秀隆、山下善正、手島林造、徳山篤仁
（欠）津川孝篤

事 務 局 別本総務課長、渡辺室長

日 程

鳥取県中部森林組合

平成２６年度 第２回 北栄町栄財産区管理会議事録

招 集 年 月 日 平成２６年１２月１０日（水）　午後１時３０分

招 集 場 所 現場～北栄町役場大栄庁舎第３会議室



阪 本 委 員 栗の収入が30千円のところ、管理委託料に100千円かけるのはいかがなものか。

事 務 局 今年度昨年度管理委託料の支出はない。が、会長にすべて世話になってしまう

会 長

斉 尾 委 員 木を守るという意味でも消毒代として計上してはどうか。

日南と琴浦町には栗の生産組合がある。消毒について聞いてみては。

会 長 原案通りでよろしいか。

委 員 了解。

（３） 中部森林組合 会 長 冒頭にも言ったが、分収造林の進捗状況の説明のため、中部森林組合の方

による分収造林 に来ていただいている。説明をお願いしたい。

進捗説明 桝 井 部 長

会 長

山 下 委 員

桝 井 部 長

斉 尾 委 員

桝 井 部 長

会 長

桝 井 部 長

会 長

斉 尾 委 員

桝 井 部 長

徳 山 委 員

桝 井 部 長

会 長

桝 井 部 長 財産区の方で管理をお願いしたい。分収委任もできるのでこちらで管理も

出来ないわけでもないが、収入割合も低くなるし引き続き管理された方が良い

のでは。

会 長 そのほかなければこれでご退席いただいてもよいか。

桝 井 部 長 今後ともよろしく。

（４）その他 会 長 何かあるか。

事 務 局 特になし。

６ その他 会 長 みなさんで何かあるか。

委 員 特になし。

会 長 では以上で閉会とする。

　　　　　　上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。７ 閉会

午後4時20分

　　　　　　　　　　　　　　　北栄町栄財産区管理会長　　様

も悪いため、雑木を植えている。場所によって種類を変えている。

雑木も販売は可能であると考えている。

ロス率というのは考えているか。

下刈が終わって2割くらいは枯渇すると考えている。1haあたり3,000本植栽して

議事録署名人　　（手島委員）

議事録署名人　　（阪本委員）

いるので下刈の段階では600本は枯渇する。契約終期の80年先には約800～

1,000本と考えている。枯れることも想定しての3,000本植栽としている。

敷地内の白地の部分の管理は。

時期に切っていく。

ダムの奥に枯れた杉の木がある、ついでに切っていただくことはできるか。

奥谷に入っているので可能だと思うが、また連絡させていただく。

そのほか質疑はあるか。

広葉樹のところは植林というわけにはならないのか。

時代の流れもあり、全てを杉、ヒノキというのは難しい。特に尾根つたいは生育

（仕組みと当財産区の状況について説明）

質疑はあるか。

下刈は何年からするのか。

早ければ5年から、毎年1，2回行う。

販売するのは今の計画では何年くらいからか。

だいたい35年以上と思っている。契約期間は80年となっているが、適宜良い

平成　　　年　　　月　　　日

のもいかがなものかという思いで案を作成している。

イガの中に結構虫が入っていた。消毒をしてみてはどうか。


